
第１章　　適　　　用

　下水道工事受注者は設計図書において特に定めのない事項については、新潟県土木工事標準仕

様書(以下「仕様書」という。）によること。

ただし、これにより難い場合は、監督員と協議のうえ承諾を得なければならない。

第２章　　追加事項

　 仕様書第１０編　　下水道編第１章第３節　　管渠工（開削）１－３－５　管路埋戻を追加し下記による。

　　　１ 　受注者は、埋戻し材料について、良質な土砂または設計図書で指定されたもので監督員の

　　　  承諾を得たものを使用しなければならない。

　　　２ 　受注者は、埋戻し作業にあたり、管が移動したり破損したりするような荷重や衝撃を与えない

　　　  よう注意しなければならない。

　　　３ 　受注者は、埋戻しの施工にあたり、管の両側より同時に埋戻し、管渠その他の構造物の側面

　　　  に空隙を生じないよう十分突き固め、特に管の周辺及び管頂３０cmまでは注意しなければなら

　　　　ない。

　　　４ 　受注者は、管路施設の埋戻しでは工法規定方式により、事前に現場等での試験施工を行い、

　　　 　埋戻し土の締固め度が90％程度以上を満足する施工仕様(転圧機種・転圧回数、巻き出し厚等)

　　　 　を設定し、その仕様に基づき確実に締固めが施工されるよう管理しなければならない。

　　　５ 　受注者は、下記の要領で現場密度の確認をしなければならない。　　

　　　 　ただし、公共汚水桝設置工事は除く。

試験方法及び基準

　　　６ 　受注者は、埋戻しにあたり、一層の仕上り厚20cm以下を基本として埋戻さなければならない。

　　　７ 　受注者は、埋戻しの機械選定にあたり、各層の締固め箇所に適した使用機械（管頂30cmまで

　　　 　人力転圧：たこ、プレート・前記の上部以降機械転圧：ランマ等）にしなければならない。

　　　８ 　受注者は、埋戻しの施工にあたり、最適な含水比を確保するため、地下水の量に応じて、ポ

　　　 　ンプ等で排水しなければならない。
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試験箇所 現場密度規格値

平面方向）
全体工事路線の最上流点、中間点、最下流点の３箇所
縦断方向）
埋戻し材、転圧機械ごとの最終仕上り面
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　　　[引用文献]　下水道施設の耐震対策指針と解説-2014年版-(日本下水道協会)

※1)


